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令和７年９月１日発行食協ながさき
第160号

「食協ながさき新聞」は皆様の機関誌です。
あなたの地区の活動や話題、ご意見やご要望などを
長崎県食品衛生協会「編集部」までお寄せください。

令和７年度定時総会の開催
　令和７年６月12日（木）午後２時30分から、サンプリエー
ル（長崎市元船町2-4）において、定時総会が開催された。
　定時総会は、定款第20条に定める定足数を満たし、有効
に成立した。
　開催に先立ち、長年にわたり協会活動に尽力された物故者
に対して、全員で黙とうを捧げた。
　眞弓副会長による開会宣言、江口会長による挨拶に続いて、
議長選出（定款18条により、江口会長が議長となる）、議事
録署名人の選出（会長が長崎地区　木下喜行氏、西彼地区　
小嶋俊樹氏を指名し、了承）を経て、以下の議事につき、審
議がなされた。

議　　事
◇報告事項
　令和６年度事業報告について、事務局より説明がなされた。
◇承認事項
第１号議案　令和６年度決算（案）について、事務局より説

明がなされた。浦田監事による監査報告の後、第１号議案
については全会一致で可決承認された。

◇承認事項
第２号議案　規程の一部改正（案）として、「役員等旅費規程」

の改正について事務局より説明がなされた後、全会一致で
可決承認された。

◇報告事項
　令和７年度事業計画及び令和７年度収支予算について、事
務局より説明がなされた。
◇承認事項
第３号議案　令和７年度役員報酬の上限額（案）について、

事務局より説明がなされた後、全会一致で可決承認された。
◇報告事項
　・令和７年度資金調達及び設備投資について、また、食品

環境検査センター及び環境科学試験所移転に係る土地の
取得について、事務局より説明がなされた。

◇承認事項
第４号議案　任期満了に伴う役員の改選（案）について、事

務局より説明がなされた後、理事候補者26名、監事候補
者３名の所属及び氏名が1名ずつ読み上げられ、全員が可
決承認された。

　以上のとおり、慎重審議の結果、提出された議案のすべて
が可決承認されたため、木下副会長による閉会宣言により、
定時総会は閉会となった。

決 算 及 び 予 算 の 概 要
◇令和６年度決算の概要
１．公益目的事業 （単位：千円） ３．法人会計 （単位：千円）

経常収益合計 547,761 経常収益合計 8,943
経常費用合計 520,327 経常費用合計 23,465
当期経常増減額 27,434 当期経常増減額 ▲14,522
一般正味財産期首残高 1,412,926 一般正味財産期首残 ▲136,194
一般正味財産期末残高 1,441,408 一般正味財産期末残高 ▲150,726

２．収益事業等 （単位：千円）
経常収益合計 1,962
経常費用合計 69
当期経常増減額 1,893 ◇令和７年度収支予算の概要 （単位：千円）
一般正味財産期首残高 11,949 経常収益 501,859
一般正味財産期末残高 12,896 経常費用 501,800

【 役 員 一 覧 】（令和７年６月12日現在）
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　令和７年７月３日（木）、ソラリア西鉄ホテル福岡において、
関係者約700名の参加により、例年にない早い梅雨明けの中
で盛大に開催された。
　主催者挨拶、厚生労働省健康・生活衛生局長表彰授与式、
来賓挨拶、食品衛生指導員体験発表（鹿児島県支部、宮崎県
支部）、日食協重点事業説明、九ブロ連絡協議会提案事項、
次回開催県（宮崎県）挨拶などを経て、無事に終了した。

第66回（公社）日本食品衛生協会  九州ブロック大会  〜福岡県福岡市〜

２．優良施設 11施設
地　区 施　設　名　称 代表者名

長　　崎 有限会社　肉の森屋 森　 　信一
〃 大江戸温泉物語　長崎ホテル清風 橋本 　啓太
〃 平山友愛園 天本 　俊太

西　　彼 マミーズ大島店 大賀 　昭司
大村東彼 とんかつ浜勝　大村公園店 島　 竜之介
諫　　早 居酒屋　駅 中田 のぶ子
県　　南 株式会社　狩野食品 狩野 　一男
県　　北 きらく 下久保 直人
下 五 島 ごと株式会社　レトルト研究所 木下 　秀鷹
上 五 島 tan tan 山本 　麻由
対　　馬 スーパーサイキ　豊玉店 佐伯 　卓也

●（公社）長崎県食品衛生協会会長表彰（敬称略）
１．食品衛生功労者 12名

地　区 氏　名 地　区 氏　名

長　　崎 川口 　浩平 県　　南 川本 　崇子

西　　彼 山﨑 　暁見 〃 小林 　　功

大村東彼 三根 　智英 下 五 島 平田 　修一

諫　　早 平山 美恵子 上 五 島 太田 　貴久

〃 野田 　文子 壱　　岐 百田 　暢久

県　　南 吉田 　誠一 対　　馬 平間 　　幸

２．食品衛生優秀施設　　８施設
推薦保健所 施　　設　　名 代表者名
県 央 とんかつ浜勝諫早バイパス店 宮﨑 　健志
県 央 長工醤油味噌協同組合　金蝶工房 宮崎 　太樹
県 南 株式会社　小林甚製麺 小林 　甚一
五 島 株式会社　五島列島酒造 三﨑 清一郎
五 島 道の駅　遣唐使ふるさと館 小杉 　勇治
長 崎 市 ニクヨシ　フードサービスセンター 渡部 みどり
長 崎 市 出島キッチン　クローバー 船橋 　修一
佐世保市 有限会社　みずや黒島工場 岡　 　光正

●長崎県知事表彰（敬称略）
１．食品衛生功労者　　8名

地　区 氏　名 地　区 氏　名

長　　崎 峯　 　幸里 西　　彼 松尾 　邦弘

県　　南 溝田 　孝雄 諌　　早 池田 　政敏

対　　馬 朝妻 　淳一 大村東彼 中野 　仁介

下 五 島 杉　 　秀宣 上 五 島 鼻崎 　麻紀

令和７年度  受賞者名簿

開催市支部長・阿部 真之助会長　挨拶の様子
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地区だより 今後の予定

地区名 食品自主検査 業者等検便
食品衛生責任者講習会

新規養成講習 実務講習

長 崎
9/3, 9/16, 10/6, 10/22,
11/5, 11/18, 12/9, 12/16,
1/7, 1/20, 2/4, 2/17, 3/4,
3/17

9/3, 9/16, 10/6, 10/22,
11/5, 11/18, 12/9, 12/16,
1/7, 1/20, 2/4, 2/17, 3/4,
3/17

9/17, 12/4, 3/3 10/21, 11/17, 2/3

佐 世 保
9/10, 9/30, 
10/15（県北・宇久）
10/28, 11/12, 11/25, 
12/11, 12/17

9/9, 9/29, 10/14,
10/27, 11/11, 11/25,
12/10

11月中旬予定 今年度の開催は
終了しました

西 彼
9/2, 9/17, 10/7, 10/22,
11/4, 11/19, 12/2, 12/17
西彼町9/24, 西海町10/28, 
大島町11/25, 大瀬戸町12/9

大島・崎戸町・大瀬戸町 10/29,
西彼町・西海町 11/4, 
時津町 11/11, 11/12,
長与町 11/17, 11/18

11月予定 10/15, 10/21

大村東彼
9/3, 9/17（波佐見）
10/7, 10/15（東彼杵）
11/5, 11/19（川棚）
12/2, 12/9（波佐見）

11月中ノロウィルス自主検査、
秋期業者検便受付　全農連長崎大
村果汁工場・今里酒造（株）・長崎
空港ビルディング（株）

10/21  大村市中央公
民館（シーハット）

10/14  大村市中央公
民館（シーハット）
10/16  川棚町中央公
民館

諫 早
9/2, 9/9, 9/17, 10/7, 
10/14, 10/22, 11/4, 
11/11, 11/18, 11/19, 
12/2, 12/9, 12/17

今年度の受付は終了しました 11/25 11/20

県 南
（島原）9/3, 9/10, 9/24,
10/8, 10/15, 10/29

（小浜）9/2, 9/29, 10/7,
10/27

10月中予定 11月中予定 9/11, 9/30, 11/13

県 北 9/22 9/22
9/3
10/22（北農生のみ）
12/3, 3/3

11/2（生月）
11/19（大島）
11/27（平戸・中野）
R8.2/5（中部）
2/12（南部）

下 五 島 対象者にはハガキで通知 9/30～10/3 10/30, 2/19
開催予定 今年度は予定なし

上 五 島
第２回目検査受付
　2025/9月～
第３回目検査受付
　2026/1月～予定

第１回目検査受付
　2025/9月～予定

2025/7/1
（上五島保健所）済

2025/10月～11月
（奈良尾・若松地区、
有川・上五島・新魚目
地区、小値賀地区予定）

壱 岐
9/3, 9/17, 10/8, 10/22 
11/5, 11/19, 12/3, 12/17 
1/7, 1/21, 2/4, 2/18, 3/4

令和７年度は６月に実施済 11/14実施予定 ２月実施予定

対 馬 令和７年12月か令和８年１月
に行う予定 11月中に行う予定 10月初旬に行う予定 10月二回、11月一回

の予定

※講習会につきましては、感染症予防等のため、日程変更の可能性及び募集人員等に限りがございます。
詳しくは各地区協会までお尋ねください。
定期的な「食品の自主検査」・「検便」の実施で、食中毒を未然に防止しましょう！
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通常総会
　通常総会を令和７年５月26日（月）県央保健所２
Ｆ会議室において開催した。理事会より宗陽子保健所
長と宇藤国英課長、小嶋裕子専門幹に出席していただ
いた。今年度役員改選があり新体制での出発となった。
会長・・眞﨑　晋一氏
衛生管理推進委員長・・森　淳 氏
検査推進委員長・・夏山 英之 氏
福利厚生委員長・・田口 幸予子 氏

指導員会
　令和７年６月26日（木）諫早グランドパレスにおいて指導員会を開催した。県央
保健所の衛生講話は田村なつみ係長にしていただいた。懇親会には宇藤課長、小嶋専
門幹、田村係長や古賀友一郎参議院議員、千住県議会議員、山村県議会議員、北島守
幸諫早市議会副議長に出席していただき楽しく和やかにひと時を過ごしました。

８月の衛生月間・事前街頭PR
　衛生月間事前街頭PRを７月30日（水）に地区セン
ター広場にて実施した。Ａコープに買い物に来られた
諫早市民の方々に、食中毒予防三原則「つけない」「増
やさない」「殺菌する」の文字が入ったウエットティッ
シュ等を配布した。
食品衛生責任者講習会
　７月15日（火）実務講習会を開催し120名の方が
受講した。また22日（火）の養成講習会には99名の
方が受講した。

食品衛生月間
　８月６日（水）に市内一円パレードを実施した。県央保健所からは坂本主任技師、
諫早市からは担当の境田氏と他１名、会長はじめ森副会長、田口副会長が参加して、
諫早市役所で出発式を執り行った。

５月19日・26日 責任者実務講習会、５月21日 責任者養成講習会
　大村市と川棚町で実務講習会・大村市で養成講習会を開催しました。

実務講習会は大村市で109名、川棚町で東彼３
町の方々が144名受講し、養成講習会は57名
の方々が受講しました。
　東彼の方々は３年に１度の案内とあって、き
ちんと出席し、しっかりと講習を聞いていただ
けている様子でした。

６月11日 指導員研修会（大村地区）、６月24日 指導員研修会（東彼地区）
　大村地区26名・東彼地区18名の指導員が参
加し、保健所の専門幹による研修と巡回指導店
の選考、高齢化による新規指導員の確保につい
て話し合った。他支部は指導員の確保をどうし
ているか気になる所です。

８月４日 衛生月間パレード
　８月１日、波佐見町役場から川棚町→東彼杵町→大村市内へと、保健

所と会長他指導員と共に食中毒予防に関して
PR活動を行った。途中スーパーや道の駅での
グッズ配布は年々猛暑との戦いだが、今年は雨
上がりで多少はマシだったのではないかと感じ
た。しかしながら変わらずの猛暑は尋常ではな
いので、食中毒には本当に気を付けてもらいた
いです。

指導員研修会と委員会開催
　7月23日 西彼保健所大会議室、
7月24日 多以良地区公民館にて
指導員研修会と委員会を行った。
委員会では巡回指導の強化と、昨
年度より課題となっている指導員
増強に努めることで一致した。
食品衛生月間
　8月1日 長与時津地区、8月4日 
西海市の西彼保健所主催の車両パ
レードに同行し
食品衛生と食中
毒防止を呼びか
けた。またこの
期間、巡回指導
とポスター等の
配付を行った。
子ども手洗い教室
　６・７月に管内小学校３校に向けて手洗い教室用具の貸出し
を行った。今後、９月には貸出しが２校と、10・11月に３校
で手洗いマイスターによる教室の実施を行う予定。

【食品衛生責任者実務講習会】
　6/16～7/16の内７日間・合
計９回食品衛生責任者実務講習
会を宇久、江迎、佐世保地区で
開催し、1,373名が受講した。

【九州ブロック大会参加】
　7/3に福岡で開催された九州ブロック大会へ眞弓会長他5名
が参加。他地区の指導員の発表に耳を傾け、有意義な時間を過
ごすことができた。

【食品衛生月間キャンペーン】
　8/1からの食品月間に
行っていた街頭キャンペー
ンは中止し、保健所各階に
配布用のチラシ・ティッ
シュを設置し、ポスターを
貼り多くの消費者に手に
とってもらえるようにし
た。指導員には、地域のお
祭りや人が集まる場所への
設置をお願いした。

【令和７年度通常総会の開催】
　5/21　サンプリエールにおいて通常総会を開催

【食品衛生指導員研修会の開催】
　7/22　長崎県建設総合会館において９月14日から開催さ
れる「ながさきピース文化祭2025」に向けて食品衛生指導
員研修会を開催

【食品衛生月間活動について】
　8/1　ハマクロス411前にて街頭啓発を実施。長崎市保健
所と協力し食中毒予防標語入りウェットティッシュ・キッチ
ンクロスを配布し食中毒予防を呼びかけた。月間期間中は市
内各所にのぼりの掲揚、ポスターの掲示、啓発グッズを配布
し食中毒予防啓発に努めた。

地区だより

近況報告

長崎地区

西彼地区佐世保地区

諫早地区大村東彼地区

通常総会の様子

指導員研修会

食品衛生月間パレード

令和７年度　通常総会

食品衛生月間事前街頭PR

食品衛生月間街頭啓発活動の様子
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◦５/20（火）料亭藤本にて通常総会を開催。
◦６/10（火）令和７年度第１回食品衛生責任者新規養

成講習会を実施。
◦６/23（月），６/24（火）各町にて業者検便受付を実施。
◦７/１（火），７/30（水）食品衛生責任者実務講習会

を小浜、千々石地区にて実施。
◦７/３（木）に福岡で開催された九州ブロック大会へ

会長他２名が参加。
◦８月の食品衛生月間は各地区のぼりとポスター掲示ま

たウエットティッシュや立つ水切りゴミ袋を配布し食
中毒予防の声かけを行う。

◆食品事業者向け手洗講習会と子ども手洗い教室
　手洗いマイスターと五島保健所が協
力して実施しました。
4/21　特定非営利活動法人
　　　 GotoChallenged椿様
5/27　エレナFC福江店様
7/10　とみえ認定こども園様
◆食品衛生月間の取組みを行いました
7/24　指導員研修会・一斉巡回指導（月
間ポスターと除菌ウエットシートの配布）
8/4　街頭キャンペーン（除菌ウエット
ティッシュと食物アレルギーチラシの配布）
※期間中は五島保健所玄関前に幟を掲揚。
◆HACCP型五つ星店の更新判定（前期）
　登録38店舗中の前期分27店舗の更新判
定を、５月に10名の指導員で手分けして
実施しました。
　後期分は１月に更新判定。
　　★新規登録店舗を募集中です！！

○業者検便
　全業種を対象に実施　682本
○夏期巡回指導
　7/7〜7/10の４日間で壱岐保健所にご協力いただき各地
区の指導員で巡回指導を実施
○九州ブロック大会へ４名参加
○食品衛生月間
　各家庭へチラシの配布、各地区のぼりを立て啓発グッズの
配布及び街頭キャンペーンの実施。
　地区の店舗にポスターの掲示を依頼し、管内放送及びパ
レードで食中毒予防について呼びかけた。

猛暑を突破・食中毒０へ！
　食品衛生月間パレードの見直しとして１～３日
間のパレードより各地区の掲示版へ１ヶ月ポス
ターを掲示し消費者の方へも広域に食中毒予防の
周知へと変更しました。
　平戸・松浦・佐々地区の行政担当の方にご協力
頂き7/31迄に各地区へ配布終了。もう一つは、
保育園等の「正しい手洗い教室」を開催し「手洗
いマイスター」の活動へ変更。
　8/6「中津良保育所」
　対象：未就学児・小学生・父兄
　講師：県北保健所職員
　指導：食協指導員（手洗いマイスター）
正しい手洗い教室
　令和7年6月28日（土）田助ハイヤ節伝承館
食品衛生責任者養成講習会
　令和7年4月23日　13名　県北保健所（集合型）
　令和7年6月17日　 1名　県北保健所（個別対応）
　令和7年6月24日　 1名　県北保健所（個別対応）
　令和7年6月26日　18名　県北保健所（集合型）
　令和7年7月14日　 1名　県北保健所（個別対応）
　令和7年7月29日　 1名　県北保健所（個別対応）
　通常９月開催前に35名受講済み
夏の巡回指導
　令和7年8月4日　平戸中部地区

■第１回食品検査受付、送付
　5月20日（火）～6月17日（火）まで、6地区で受付、送付した。当初
の予定日程が、天候不良等のため急遽変更になる等、慌ただしいことも
あったが、受検率はまずまずだった。
■7/1（火）食品衛生責任者養成講習会を開催
　出席者22名。消費者の食品の安全によせる
関心は年々高まりをみせていることから、施設・
食品の衛生管理の更なる必要性や、食品衛生法

（HACCPによる衛生管理等）についてのお話
しが上五島保健所よりあった。
■8/5（火）食品衛生月間パレードを実施
　８月の１ヶ月間、新上五島町と小値賀町のご理解、ご協力の元、食中
毒防止啓発アナウンスにより「食品衛生月間」への理解を求めた。
　８月５日（火）午前９時40分、上五島保健所において、上五島保健所
衛生環境課長はじめ関係職員、上五島地区食品
衛生協会衛生指導員による食品衛生月間啓発パ
レード出発式を執り行った。衛生環境課竹野課
長より、食中毒注意報発令の件にて注意喚起に
努めることや、「食品衛生月間」における意義
等のあいさつを頂き、啓発パレードに出発した。
管内の大型スーパー店5か所におき、食中毒に
関する注意喚起のパンフレット等を配布した。
猛暑の中、活動は容易ではなかったが、皆の協
力の元、全行程無事に終了した。

○夏季巡回指導
　7/14・7/16・7/18　各地区指導員に参加いただき
営業施設の巡回指導を実施しました。
　指導項目をチェックしながら、「食中毒未然防止」を
お願いしました。
○夏季パレード
　8/8，8/18の２日間、上地区と下地区に分けて実施
しました。

県北地区県南地区

上五島地区下五島地区

対馬地区壱岐地区

事業者向け手洗講習会

新規養成講習会

夏季巡回指導街頭キャンペーン

食品衛生月間
街頭キャンペーン
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分析機器・理化学器械の総合販売

〈主な取扱いメーカー〉

〒852 8116 長崎市平和町 28 番 11 号
TEL：（095）845 6278 ・ FAX：（095）849 1857
E-mail：ikeda-ngsk@juno.ocn.ne.jp

㈱島津製作所・㈱島津GLC・ジーエルサイエンス㈱
柴田科学㈱・ヤマト科学㈱・日本インスツルメンツ㈱
サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱・東亜DKK㈱

株式
会社イケダ科学長崎支店

　上五島保健所は、小値賀町と新上五島町の２町を所
管しています。
　新上五島町は、豊かな自然と深い歴史、そして温か
な人々が織りなす魅力あふれる島です。中通島と若松
島を中心に、７つの有人島と60以上の無人島から構
成されるこの町は、まさに「祈りの島」と呼ばれるに
ふさわしい場所です。町内には29もの教会が点在し、
世界遺産にも登録された「頭ヶ島の集落」など、キリ
シタン文化の面影を色濃く残しています。また、蛤浜
海水浴場の白砂や若松瀬戸の美しい入江、国の天然記
念物である奈良尾神社のアコウの巨木など、自然の宝
庫でもあります。グルメも魅力のひとつであり、名産
の飛魚（あご）や新鮮な海の幸を使った料理、五島手
延べうどん、かんころ餅など、ここでしか味わえない
美味が揃っています。
　小値賀町は、大小17の島々からなる火山群島で、
豊かな自然と歴史、そして人々の温かさが息づく「日
本で最も美しい村」のひとつです。島にはコンビニも
リゾート施設もありませんが、あるのは赤土の畑とエ
メラルドグリーンの海、そして素朴で心豊かな暮らし。
潮風に育まれた野菜や新鮮な海の幸が食卓を彩り、島
民同士が文化を大切にしながら暮らしています。小値
賀島の地形は比較的平坦で、牧歌的な草原に牛が放牧
される風景や、火山由来の赤浜海岸、白砂が美しい柿
の浜海水浴場など、個性的な自然景観が広がります。
また、遣唐使の寄港地として栄えた歴史や、潜伏キリ
シタンの遺産が残る野崎島など、文化的にも深い魅力

を持っています。
　食品衛生上で注目すべき点として、上五島保健所管
内では、食品営業者の自主検査及び検便の実施率が高
いことがあげられます。これは上五島地区食品衛生協
会が各分会単位で地域に密着し、食品衛生思想の普及
に努められている結果ではないかと考えています。
　上五島保健所といたしましても上五島地区食品衛生
協会並びに会員の皆様と連携を図りながら、更なる食
品衛生の普及向上に努め、食品の安全・安心に関する
信頼をより確固たるものに努めて参りますので、今後
ともご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いい
たします。

保健所だより 上五島保健所衛生環境課

頭 ヶ 島 天 主 堂
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県からのお知らせ 長崎県生活衛生課

　近年、肉をやわらかくジューシーに仕上げる調理法として
「低温調理」が注目を集めています。飲食店でも低温調理メ
ニューを見かけるようになりましたが、一方でレアチャー
シューなど加熱が不十分な低温調理食品を原因とする食中毒
が発生しています。筆者が以前、低温調理メニューを提供し
ていた飲食店の営業者に加熱方法を尋ねたところ、「40℃の
お湯に２時間ほど漬けている。ネットで見た。」と回答があ
りました。
　果たして、それで本当に安全なのでしょうか？

　肉の加熱不足による食中毒の中で、特に注意すべき原因細
菌は次の２つです。
　（１）カンピロバクター

　鶏肉の刺身やたたきなどが原因となり、細菌性食中毒
の中で毎年最多の発生件数を記録しています。

　（２）腸管出血性大腸菌（O157など）
　血便などの激しい症状を引き起こし、死亡例が報道さ
れることもあります。

　これらの細菌を含め、多くの食中毒菌は「75℃１分間」
の加熱で死滅します。低温調理であっても同等の加熱殺菌が
必要で、具体的には「70℃３分間」「63℃30分間」の加熱
が必要です。

　「63℃のお湯に30分なら簡単では？」と思われるかもし
れませんが、実際にはそう単純ではありません。
　食品安全委員会の調査※によると、鶏ムネ肉（約300g、
厚さ約３cm、品温14〜22℃）を加熱した場合、中心温度
が63℃に達するまでに平均68分かかることがわかっていま
す（図１）。その後、30分間その温度を維持する必要がある
ため、調理には合計約100分の加熱が必要になります。
　70℃や75℃の場合でも、中心温度が目標に達するまでに
平均70分程度かかります。もちろん、肉の種類や部位、大
きさによって時間は変動します。

　では、中心部まで加熱できているか、どう確認すればよい
でしょうか？「見た目で判断すれば十分」と考える方もいる
かもしれません。しかし、食品安全委員会の調査では、中心
部が63℃に到達した直後の肉と30分後の外観はほぼ同じ
だったと報告されています。つまり、見た目だけでは判断で
きないのです。

　また、「余熱で火を通す」という言葉を耳にしますが、中
心部まで加熱するには、一定の温度を長時間維持する必要が
ありますので、時間の経過とともに温度が下がる余熱調理で
は、十分な加熱効果は期待できません。低温調理ではなく、 

「生焼け」になりかねません。

　低温調理の注意ポイントをまとめます。
　（１）中心温度計などを使用し、温度と時間を正確に管理し

ましょう。
　（２）肉の見た目では、安全な加熱ができたかどうかは判断

できません。
　（３）余熱を頼りにせず、確実な加熱を行いましょう。

　お客様は、提供される料理が安全であると信じています。
営業者には、その信頼に応える責任があります。
　低温調理が一律に危険というわけではありません。その方
法で安全なのかを科学的に確認し、手順書を整備し、毎回そ
のとおりに調理し、記録を残していくことが重要です。
　ネット情報を鵜呑みにせず、少しでも不安がある場合は、
管轄の保健所に相談してください。
　「40℃では細菌が“いい湯だな”と快適に増殖してしまい
ます！確実な方法を一緒に考えてみましょう！」

※食品安全委員会ホームページ「肉を低温で安全においしく
調理するコツをお教えします！」

　　（図１）鶏ムネ肉（約300g、厚さ約３cm）を63℃、
　　　　　70℃、75℃でそれぞれ調理した時の肉内部の
　　　　　温度変化を示したグラフ

　 そ の 低 温 調 理 、 大 丈 夫 で す か ？　
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地区名 所在地 TEL 地区名 所在地 TEL

長　　崎 長崎市魚の町3-33
　長崎県建設総合会館別館3階 095-824-7228 県　　北 平戸市田平町里免1126-1

　県北保健所内 0950-57-3660

佐 世 保 佐世保市高砂町5-1
　佐世保市中央保健福祉センター5階 0956-25-1171 下 五 島 五島市福江町7-2

　五島保健所内 0959-72-7942

西　　彼 長崎市滑石1-9-5
　西彼保健所内 095-856-4908 上 五 島 新上五島町有川郷2254-17

　上五島保健所内 0959-42-2883

大村東彼 諫早市栄田町26-49
　県央保健所内 0957-26-4711 壱　　岐 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5

　壱岐保健所内 0920-47-3811

諫　　早 諫早市栄田町26-49
　県央保健所内 0957-26-4711 対　　馬 対馬市厳原町宮谷224

　対馬保健所内 0920-52-5983

県　　南 島原市新田町347-9
　県南保健所内 0957-63-2406 検査センター 西彼杵郡長与町高田郷3640-3 095-883-6830

諫早食品衛生協会

　　　　会　長　　眞　﨑　晋　一

　この度、諫早食品衛生協会会長を拝命いたしました眞﨑と申します。私は菓子製造販売

業を営んでおります。安全な食品を提供することは、食品加工に携わる者の使命です。

色々な機会を通して消費者や食品に携わる皆様に衛生管理の重要性をお伝えしてまいりたいと存じます。皆

様のご指導賜りながら微力ながら頑張って参ります。

就 任 の ご 挨 拶

　食品衛生法第３条では、食品等事業者自らの責任
において販売食品等の安全性を確保するため、販売
食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ず
るよう努めなければならない旨の規定があります。
　定期的な製品検査で食品の安全を担保し、消費者
の皆さまに安心・安全な食品を提供しましょう。お
問い合わせ・お申し込みは、各地区食品衛生協会ま
でどうぞ。

定期的な「食品の自主検査」で
食中毒を未然に防止しましょう！

定期的な「検便」で
食中毒を未然に防止しましょう！
　私たち食品営業従事者が行う検便の目的は、

自らが「健康保菌者」でないことを確認して、

「食中毒」の発生を未然に防ぐことにあります。

　市町村等が行う健康診断や人間ドックでは

食中毒菌の検査は行っていませんので、各地

区食品衛生協会にお申し込みください。

食品賠償共済
（あんしんフード君等）
　　　　　　　のご案内

お問い合わせは、
　　　各地区食品衛生協会までどうぞ 〒111-0042  東京都台東区寿4丁目15-7

　　　　　　　　　　　食品衛生センター8階
TEL.03-5830-8811　FAX.03-5830-8813


